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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録申請内容の確認について

　障害保健福祉事業の推進につきまして、日頃から御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）に基づく特定接種は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種です。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号に基づき、厚生労働大臣による対象事業者の登録に係る告示等が厚生労働省から発出され、国民生活・国民経済安定分野の特定接種対象事業者の登録申請受付が開始されることとなり、障害保健福祉事業においても事業者からの特定接種の登録申請（登録後に行われる変更届出を含む。以下同じ。）を受け付け、事業者の登録を行うに当たり申請内容の確認を行うことが必要となっております。
各都道府県及び市町村におかれましては、厚生労働省の特定接種管理システム（詳細は別添３を参照ください。）によって、障害保健福祉事業の事業者から提出された登録申請の内容確認作業をお願いいたします。
つきましては、各都道府県、指定都市、中核市において、特定接種管理システムを操作することによって登録申請の内容確認を行っていただける担当部署を、下記のとおり事前に登録していただきますようお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、本文書を管内の市町村に回付していただくとともに、管内の市町村において登録申請の内容確認を行っていただける担当部署を取りまとめて、御提出いただきますよう併せてお願いします。
また、関係資料（別添４から１２まで及び参考資料）を添付しますので御参照ください。登録申請の内容確認に当たっては、別添１０の「特定接種登録申請書（国民生活・国民経済安定分野）の確認の手引き」に御留意下さい。今後のスケジュールについては、別添１１の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録のスケジュールについて」を御参照下さい。登録申請の受付開始は、平成28年３月１日を予定しております。

記

○別添１「特定接種登録申請の確認ルート別担当部署について（都道府県、指定都市、中核市）」、別添２「特定接種登録申請の確認ルート別担当部署について（市町村）」の様式に、特定接種管理システムのログインID及びパスワードの付与先として登録する担当部署名、E-mailアドレス、電話番号を記入し登録してください。
[bookmark: _GoBack]　・具体的には「居宅介護」「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「施設入所支援」、「共同生活援助」及び「福祉型障害児入所施設」の事業が該当します（詳細は別添９をご参照ください）。
・必要に応じて行を加除してください　
・登録できるアドレスは都道府県・市町村各１つまでです。
○システムの概要については別添３をご参照ください。
※ID、パスワードの付与について
　　　①登録していただいたE-mailアドレス等を厚生労働省がシステムに登録します。
　　　②登録されたE-mailアドレスへ、システムから登録完了及びパスワードを連絡します。以降、登録されたE-mailアドレスがログインIDとなります。
○締め切り：平成28年１月29日（金）

＜添付資料リスト＞
別添1　特定接種登録申請の確認ルート別担当部署について（都道府県）
別添2　特定接種登録申請の確認ルート別担当部署について（市町村）
別添3　特定接種管理システムの概要
別添4　新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成25年厚生労働省告示第369号）（改正後全文）
別添5　新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の登録に関する規程（平成25年厚生労働省告示第370号）（改正後全文）
別添6　特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録要領
別添7　特定接種登録申請書（国民生活・国民経済安定分野）の入力に関する手引き
別添8　特定接種登録申請書（国民生活・国民経済安定分野）の登録申請Ｑ＆Ａ
別添9　各業種ごとの登録申請Ｑ＆Ａ
別添10　特定接種登録申請書（国民生活・国民経済安定分野）の確認の手引き
別添11　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録のスケジュールについて
別添12　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（国民生活・国民経済安定分野）の登録申請書等の内容確認に都道府県等に御協力いただくことを予定している事業について
参考資料 「新型インフルエンザ等対策について」、「特定接種について」、「特定接種の接種対象業種と接種順位の考え方」
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